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1930年代の大典安嶺南東部におけるオロチョンの命名規則

- アイヌとオロチョンの文化に関する比較研究にむけて-

遠 藤 匡 俊*

要 旨 本研究の目的は,1930年代の中国北東部の大興安嶺南東部で狩猟採集活動を行っていたオロ

チョンを対象として,命名規則の空間的適用範囲を明らかにすることである｡居住者名を照合

した結果,同一家内に同名事例はなく,夏の集落および冬の集落,あるいは12集落を内包する

地域という空間的範囲においても同名事例は非常に少なかった｡1930年代のオロチョン社会に

は ｢近所に生きている人と同じ名前はつけない｣という命名規則が存在していた｡このような

オロチョンの同時居住者に関する命名規則が遵守される程度については,1800年代初期～1850

年代のアイヌ社会と類似した結果が得られたO

キーワー ド オロチョン,1930年代,命名規則,狩猟採集民,アイヌ

Ⅰ. は じめ に

中国北東部の大興安嶺 ･小興安嶺周辺地域で狩猟

採集生活を送っていたオロチョンは,狩猟採集民で

ありながらも,狩猟活動や移動の際にウマ (局)や

トナカイ (馴鹿)を用いるために,遊牧民としての

一面をも保持していた (今西 ･伴,1948a,b)｡オロ

チョンは話言葉としてはオロチョン語を用いていた

が,自らの文字をもたなかった｡清代(1644-1911)

には満州語 ･満州文字も用いられ,中華民国 (1912

-1949)以後とくに1953年に定住化するようになっ

てからは漢語 ･漢字を用いる人が多くなった (王 ･

関,1999)｡定住化する以前に狩猟採集生活をしてい

た頃には,オロチョンの集落は,少数の住居が出入

り口を横に並べる1列横隊という列村形態をとって

いた (秋葉,1936a,b,1941;秩,1978)｡住居の出

入 り口を縦 もしくは前後に並べる1列縦隊ではな

く,1列横隊というオロチョンの集落形態は信仰 と

密接に結び付いており (秩,1978),ムブティ･ピグ

ミ- (MbutiPygmie)やシャイアン (Cheyenne)の

円村の事例 (フレイザ-,1984)と同様に注目され

る集落形態である｡このような集落形態研究に加え

て,集団の流動性の研究,あるいは狩猟採集から牧

畜へという人類史上の生業形態の歴史的変遷過程を

考察する上でも,オロチョンは重要な研究対象とい

える (遠藤 ･張,2004a,b;遠藤 ･張,2005)0

一方,個人の名前には様々な機能がみられる｡一

人一名主義のように個人を特定する機能,社会的地

位や職,出生順などを示すように社会的属性を表示

する機能,祖先の名前にちなむ命名などのように個

人の霊的側面にかかわる機能などである (上野,

1999;浅野,2000;原,2000)｡このような個人名に

関する研究のなかで,地理学分野から注目されるの

は空間的側面にかかわるものである｡明治期以降の

アイヌは,個人の名前が幸運や不運をもたらすもの

と考え,出生した子供にはじめて名を命名するとき,

あるいは,すでに名付けられたアイヌ名 (アイヌ語

の名前)をほかのアイヌ名に改名するにあたって,
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｢すでに死んだ人や近所に生きている人と同じ名前

はつけない｣ようにしていた(バチエラ,1901;Bat-

chelor,1901,1927;バチェラー,1925;久保寺,

1969)｡このようなアイヌの命名規則は,明治期以前

(1800年代初期～1800年代中期)の蝦夷地 (北海道,

サハリン (樺太)南半,千島列島)の各地において

も存在していたことが同名事例の分析によって確認

されつつある (遠藤,2001,2004)｡個人名の命名に

あたって,命名規則を遵守すべく名前を思い浮かべ

られる人々が生活する空間的範囲は,文字をもたず

漁拷 ･狩猟 ･採集活動を行っていたアイヌの日常の

生活圏としても重要な地域社会であったと考えられ

る (遠藤,2001)0

このようなアイヌ社会にみられた命名規則は,ほ

かの狩猟採集社会においても存在していた可能性が

ある｡1800年代初期～1800年代中期のアイヌのよう

に,異民族の影響を受けて文化を変容させつつあり

ながらも狩猟採集活動によって主な食糧を獲得し,

無文字社会であったオロチョン社会においても命名

規則が存在していたのだろうか｡1942年頃のオロ

チョンは,果てしない樹海の中に分散していてもお

互いに連絡が保たれ,誰が何処にいるかを知り合っ

ていたという(森下,1952)｡オロチョンの集落が分

散して立地していながらも,お互いに情報交換が行

われていたのかどうかを,｢近所に生きている人と同

じ名前はつけない｣という命名規則が遵守される程

度を測定するという方法によって,探ることが可能

となる｡

本研究の目的は,1930年代のオロチョン社会にお

いては｢近所に生きている人と同じ名前はつけない｣

という命名規則が存在していたのかどうかを検討す

ることである｡

ⅠⅠ.資料と方法

1. 資料

分析に用いた資料は,泉清一が 1936年7月2日に

中国の奉天を出発して大典安嶺南東部で現地調査を

行い8月1日に奉天に戻るという,現地での滞在日

数は15日間ほどのオロチョンと直に接して行った

調査 (一部は間接的調査)による ｢縛爾河上流オロ

チョン分布表｣(泉,1937)である1)｡この資料には,

大興安嶺南東部チョロ (緯爾)河上流のベラ河オロ

チョンの4集落,15家族,73名,およびアムニュ-

ル河オロチョンの8集落,19家族,102名の合計 34

家族,175名について,所属集落名のほかに,個人の

名,氏族名,性,年齢,結婚年齢,家族構成(続柄)

などが記されている｡ここで注目されるのは,一人

ひとりの名および民族名は,オロチョン語の発音が

ローマ字表記によって示されていることである2)0

このため,ローマ字表記の発音からオロチョン語の

発音をおおよそ復元することが可能となる｡

満州国時代(1932-1945)には日本人研究者によっ

てオロチョンに関する現地調査に基づく研究が精力

的に実施され(佐々木,1994),それ以後とくに1950

年代からは中国人研究者による研究がはじまるが

(秩,1978;秋ほか,1984など),定住生活を開始し

て生活が大きく変容する1950年代以前のオロチョ

ンの個人名については,ほとんどが漢字で表記され

ているために,オロチョン語の発音が必ずしもその

まま反映されてはいない｡例えば,オロチョン語で

[Bayielchin]もしくは [Baigel]と発音する氏族名

を中国語では ｢白｣と記して [b畠i]と発音し,オロ

チョン語で [Kaltagir]もしくは [ⅠIkaltagel]と発

音する民族名を中国語では ｢何｣と記して [he]と

発音する(泉,1937;郡司,1974)｡このように,オ

ロチョンの個人名が中国語で表記されている場合に

は,中国語の発音からオロチョン語の発音を復元す

ることは必ずしも適当ではない｡

2. 方法

｢縛爾河上流オロチョン分布表｣(泉,1937)にロー

マ字で表記されたオロチョンの一人ひとりの名前を

照合することで,同じ名前 (同名)であるかどうか
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を判断した｡この場合,父親から受け継 ぐ民族名で

はなく,出生後に名付けられる名を対象とした｡オ

ロチョンの社会は父系氏族制であり,氏族外婚制,同

姓不要制をとっていた｡出生した子どもはすべて父

親の民族名を受け継ぎ,妻は出身民族名をそのまま

受け継ぎ結婚後 も変えなかった (泉,1937;郡司,

1974)｡したがって,普通の家族には複数の民族名が

存在することになる｡｢近所に生きている人と同じ名

前はつけない｣という個人名の命名規則が,どの桂

度の空間的範囲に生活する人々に適用されていたの

かを,衣,集落,チョロ (縛爾)河上流地域という

地域的スケールごとに把握した｡また戸主の妻,千,

妹,弟などと記された親族関係や続柄などを用いて

家の構成員を復元した｡

ⅠⅠⅠ. オロチョンの集落

オロチョンは河川の両側に広がる谷間 (谷場)を

狩猟場として,夏は河川の上流へ移動し,冬は下流

へ移動しながら,1年間に楕円を描いて谷を一周す

るというのが典型的な季節的移動の形態であった

(赤松,1941)｡対象地域のオロチョンは,長い冬が

去 り雪が解け草木の芽が萌えはじめる頃になると,

残雪がまばらに残る山を越えて馬 とともに夏の猟場

へ移動し,夏がすぎて9月中旬頃の初雪が降る季節

になると,再び冬の生活を送るもとの土地へ移動し

ていた(泉,1937)｡このようなオロチョンの季節的

移動にともなって,冬の集落と夏の集落が形成され

た(第 1図)｡夏と冬では,集落の位置が大きく変わ

第1図 大典安嶺南東部のオロチョンの集落分布
アルファベットは集落を示す｡冬には1集落(EFGH)を形成した構成員が夏には4集落(E,F,
G,H)に別れた｡ただしアムニュ-ル河オロチョンの3集落 (∫,K,L)はそれぞれ1戸ずつの
家で構成されているがその位置は不明である｡Ⅰ集落は夏には2つの集落に別れているが,各集
落の人口が不明なために1集落とした｡泉 (1937)により作成｡
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る事例があるものの,その一方であまり変わらない

事例もあった｡対象地域のチョロ河上流地域のオロ

チョンは,ベラ河流域のベラ河オロチョンとアム

ニュ-Jt'河流域のアムニュ-ル河オロチョンに2分

される｡

1集落当たりの家数は,夏の場合には最低 1戸,最

高 9戸であり平均すると2.8戸である｡冬の場合に

は最低 1戸,最高 11戸であり平均すると3.8戸であ

る｡夏の12集落 (冬の9集落)のうち1戸の家で構

成される集落は4集落である｡1集落当たりの人口

は,夏の場合には最低 4人,最高 40人であり平均す

ると14.6人である｡冬の場合には最低 4人,最高 66

人であり平均すると19.4人である｡1戸の家当たり

の構成員数は,最高 11人,最低 2人であり平均する

と5.1人である (第 2図)｡このように集落の戸数･

人口は小規模であり,家の構成員も比較的に少人数

であった｡1800年代初期のアイヌでは,1戸の家当

たりの平均構成員数は5.0人でありオロチョンと同

程度であるが,1集落当たりの平均人口は33.5人で

ありオロチョンよりも大きかった (遠藤,2004)0

1戸の家の構成員を主要構成員 と同居者に2分

し,主要構成員を戸主,戸主の配偶者,戸主の息子,

戸主の娘,戸主の父,戸主の母,戸主の兄弟姉妹,戸

主の妾,その他の親族に細分した (第 1表)｡村長3)
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という役職者を含む家を役職者の家,そのほかの家

を非役職者の家とした｡全体的には,一組の夫婦と

その未婚の子女からなる核家族形態を主要構成員と

する事例が多かった｡非役職者の家には,対人口比

で6.3% と少ない割合ではあるが,友人などの同居

第1表 オロチョンの家構成員の人口構成

構成員 役職者の家 非役職者の家 計

主 1 33 34

戸王 (0.6) (1&9) (19.4)

戸主の配偶者 1 27 28

(0.6)1 (15.4) (16.0)

戸主の息子 23(13.1) 23(13ユ)

要 戸主の娘 34(19.4) 34(19.4)

棉成負 戸主の父戸主の母戸主の兄弟姉妹 3 4

(0.6) (1.7) (2.3)

2 ll 13
(1.1) (6.3) (7.4)

戸主の妾 1(0.6) 1(0.6)

その他の親族 18(10.3) 18(10.3)

同居者 ll(6.3) ll(6.3)

計 5 170 175

｢縛爾河上流オロチョン分布表｣により作成｡

冬 9集落

く人 ) ,-1b㌔ ㌔ bYゆ㌔ t1-㌔ Yq<b人 )Ytb㌔ ㌔ syゆ㌔ tL-ゆbYqb<人 )

2 4 6 8 101214

1戸あたり構成点数 1集落あたり人口 1集落あたり人口

(a)家構成負の人数別にみた家数 (b)集落の人口別にみた集落数

第2図 家構成員の人数別にみた家数と集落人口別にみた集落数の相対度数分布
｢緯爾河上流オロチョン分布表｣により作成｡
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者がみられた｡役職者の家には同居者はなかった｡

ⅠⅤ.命名規則の空間的適用範囲

1. 同一家内における同名事例

対象とした家は34戸であるが,同じ家の中に同名

事例は1例もなかった｡オロチョンの名は,出生後

1年ほどしてから名付けられるが,名に男女の区別

はなく,名から性別を必ずしも判断することはでき

ない(泉,1937)｡出生してもすぐには個人名が命名

されないこと,および名から性別を必ずしも判断で

きないことはアイヌと共通している｡アイヌでは,慕

府の同化政策による和名化 (日本語の名を命名する

こと)によるものを除くと,出生して数年ほど経過

してから命名されていたようである｡またアイヌの

名からはまったぐ陸別が区別できないという訳では

必ずしもなく,-ainuで終わるときは男性,-matで

終わるときは女性である傾向がある(金田一,1940)0

オロチョンでは,同じ家の中で暮らす人々の中に

は,婚姻によって他の家から移動してきた人や友人

などが同居というかたちで他の家から移動してきた

人が含まれるにもかかわらず,命名規則が存在し,き

わめてよく遵守されていたと考えられる｡1800年代

初期の択捉場所,厚岸場所,静内場所,高島場所,北

蝦夷地東浦のアイヌ社会においては,とくに北蝦夷

地東浦において,非親族を同居者として含みながら

も同一家内においては同名事例が1例もなかったこ

季刊地理学 57-4(2005)

と (遠藤,2004)と共通している｡

2. 同一集落内における同名事例

個人名の同名事例が同一集落内にどれだけあった

のかをみると(第 2表),夏の集落においては同名事

例は1例もなかった｡しかし,冬の集落においては

1例の同名事例が確認された｡E集落,F集落,G集

港,H集落の4集落は,夏にはそれぞれ別々の集落

を形成しているが,冬になるとアムニュ-ル河上流

地域に集合した｡唯一の同名事例は,F集落の25歳

の女性とH集落の6歳の女性の同名事例である｡夏

には,F集落 とH集落の位置は約 50キロメー トル

ほどもお互いに離れているが,冬の間はアムニュ-

ル河上流地域に移動して同じ集落で生活したことに

なる｡この2人は名が同じであるだけではなく,氏

族名も同じであり,まさに同姓同名の事例4)である｡

冬の間だけのことではあるが,同一集落内における

同名事例ということになる｡この同名率 (人口に占

める同名事例数の割合)は,0.6% (1/175)であった｡

このように集落という空間的範囲の中には,同時居

住者との同名事例はほとんど生じていなかった｡

オロチョンの社会では,妻は出身民族名をそのま

ま受け継ぎ結婚後も変えなかった(泉,1937;郡司,

1974)ので,夫と妻の氏族名は異なっている｡しか

ち,集落を構成する複数の家ではそれぞれの戸主の

氏族名が異なっている場合がある｡このために,同

一集落内には必ずといっていいほど複数の民族名が

第2表 同一集落内における同名事例数

地 域 オロチヨン アイヌ
夏 冬 択捉場所 厚岸場所 静内場所 北蝦夷地東浦

同名事例数 (a) 01 1 0 0 0
規則不適用者数 (b)(人) 01 1 0 0 0
人口 (p)(人) 175 175 1,129 763 569 2,094

同名率 (a/p%) 00.6 0.09 0 0 0
｢緯爾河上流オロチョン分布表｣により作成｡ただしアイヌについては遠藤(2004)に
よる｡
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存在していたことになる(第 3表)｡同一集落内に含

まれる民族名数は夏でも冬でも2-7である｡民族名

が異なっているにもかかわらず,同一集落内に同名

事例がほとんどなかったということは,命名規則の

適用範囲が氏族という親族関係ではなく,集落 とい

う空間に存在していたことを意味すると考えられ

る｡これは,1800年代初期のアイヌ社会において同

一集落内に非親族 (もしくは遠い親族)を含みなが

らも同名事例はほとんどなく,命名規則の適用範囲

が親族という社会的関係ではなく,集落 という空間

に存在していたことを意味すると考えられること

(遠藤,2004)と類似している｡

3. チョロ(緯爾)河上流地域内における同名事例

チョロ (縛爾)河上流地域におけるオロチョンの

集落は,夏には12集落であるが,そのうち4集落は

冬に集合して1集落を形成するので冬には9集落と

なる｡このチョロ河上流地域全域を対象として同名

事例の分析を行った｡チョロ河上流地域は,ベラ河

流域のベラ河オロチョンとアムニュ- ル河流域のア

ムニュ-ル河オロチョンの二つの地域に分けられ

る｡

まず,ベラ河オロチョンにおいては同名事例は1

例もなかった｡ただし,これはベラ河オロチョンの

1戸のみは強制的にアムニュ-ル河流域のF集落に

居住させられていた結果である｡ここで,強制的に

ベラ河流域からアムニュ-)I,河流域へ居住させられ

ていた 1戸が,もとのままベラ河流域に居住してい

たと仮定すると,ベラ河流域の同名率は1.3%(1/77)

となる.同様に,アムニュ-)t'河流域においては,一

例の同名事例 としてF集落の25歳の女性 とH集

落の6歳の女性の同名事例がある｡この同名率は

1.0% (1/102)である｡ベラ河流域とアムニュ-ル河

流域を含むチョロ河上流地域全体では2例の同名事

例が確認された｡一つは,A集落の7歳の男性とF

集落の7歳の男性の同名事例5)である｡いずれも同

一民族名であり,いわゆる同姓同名である.もう一

つは,A集落の16歳の女性 と,F集落の25歳の女

性 と,H集落の6歳の女性の3人の同名事例であ

る｡このうち後二者は同一民族名であり,いわゆる

同姓同名である｡対象地域における同名率は,1.1%

(2/175)である｡同様にして規則不適用者率 (人口

に占める同名者数の割合)は,1.7%(3/175)である｡

第3表 オロチョンの家 ･集落 ･地域に含まれる氏族名数

(a)家 (b)集落 (C)地域

同一家内に含まれる氏族名数 家数 同一集落内に含まれる民族名数 夏 冬 同一地域内に含まれる民族名数 ベラ河流域 アムニュ-ル河流域 チヨロ河上流地域 (計)集落数 集落数

12 124 12 4 3 12 1 1 1

3 6 3 2 1 3

4 2 4 2 1 4

5 5 1 1_ 5

6 6 2 1 6

78910 78910 1 2 78910

不明 1 不明 不明

｢縛爾河上流オロチョン分布表｣により作成｡
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4.オロチョンとアイヌの比較

このオロチョンの値を1800年代初期のアイヌの

値と比較すると,同名率は択捉場所では1.0%,厚岸

場所では0.3%,静内場所では0.4%,高島場所では

1.6%,北蝦夷地東浦では0.5%であり,規則不適用者

率は択捉場所では1.1%,厚岸場所では0.3%,静内

場所では0.4%,高島場所では1.6%,北蝦夷地東浦

ではO.5%である (第4表)｡高島場所におけるアイ

ヌの同名率および規則不適用者率が高かったが,こ

れは和人の進出が比較的に早 くアイヌ文化が変容し

つつあった地域であるためと考えられる (遠藤,

2004)｡オロチョンの場合,規則不適用者率は高島場

所よりも高い値となっているが,同名率は高島場所

よりも低い｡このことから,チョロ河上流地域にお

いても命名規則が存在していた可能性が高いと考え

られる｡

また,1850年代のアイヌの18カ所の各場所にお

ける同名率の値 は,0%～4.4%であった (遠藤,

2002)｡シャマニ (様似)場所の4.4%が最も高い値

であったが,次いで高かったのはタカシマ(高島)場

所の1.5%,ネモロ (根室)場所の1.1%,ニイカッ

プ(新冠)場所の1.0% である｡オロチョンの同名率

は1.1%であり,1850年代のアイヌ社会と同程度の

値であるので,チョロ河上流地域においても命名規

則が存在していたと判断される｡これは,アイヌが

｢場所｣という空間的範囲内で生活する人々をお互い

に認識していたと考えられることと同様に,オロ

季刊地理学 57-4(2005)

チョンはチョロ河上流地域で生活する人々をお互い

に認識していたことを示すものと考えられる｡

Ⅴ.ま と め

本研究の目的は,1930年代のオロチョン社会にお

いて｢近所に生きている人と同じ名前はつけない｣と

いう命名規則が存在していたのかどうかを検討する

ことであった｡分析の結果,次のことが明らかとなっ

た｡

(1) 研究対象地域は1930年代の大典安嶺南東部

チョロ (縛爾)河上流のベラ河オロチョンの4集落,

15家族,73名,およびアムニュ-ル河オロチョンの

8集落,19家族,102名の合計 34家族,175名であ

る｡

(2) 1戸の家当たりの構成員数は,最高 11人,最

低 2人であり平均すると5.1人である｡一組の夫婦

とその未婚の子女からなる核家族形態を主要構成員

とする事例が多かった｡1集落当たりの家数は,夏に

は最低 1戸,最高9戸であり平均すると2.8戸であ

り,冬には最低 1戸,最高11戸であり平均すると3.8

戸である｡1集落当たりの人口は,夏には最低4人,

最高40人であり平均すると14.6人であり,冬には

最低 4人,最高66人であり平均すると19.4人であ

る｡オロチョンの集落の戸数･人口規模は,1800年

代初期のアイヌよりも小さかった｡

(3) 同一家内には同名事例は1例もなかった｡こ

れは1800年代初期のアイヌと同じ結果である｡同一

第 4表 同一地域内における同名事例数

地 域 1930年代のオロチヨン 1800年代初期のアイヌ
チヨロ河上流 択捉場所 厚岸場所 静内場所 高島場所 北蝦夷地東浦

同名事例数 (a) 2 ll 2 2 3 10

規則不適用者数 (b)(人) 3 12 2 2 3 10

人口 (p)(人) 175 1,129 763 569 190 2,094

同名率 (a/p%) 1.1 1.0 0.3 0.4 1.6 0.5

｢緯爾河上流オロチョン分布表｣により作成｡ただしアイヌについては遠藤 (2004)による｡

-228-



遠藤匡俊:1930年代の大興安嶺南東部におけるオロチョンの命名規則

集落内における同名率 (同一集落内の同時居住者 と

の同名者数/人口)は,夏の集落においては0%であ

るが,冬の集落においては0.6%(1/175)であった｡

チヲロ (緯爾)河上流地域における同名率は,1.1%

(2/175)であり,規則不適用者率 (人口に占める同

名者数の割合)は,1.7%(3/175)であった｡この値

を1800年代初期のアイヌと比較 した結果,｢近所に

生きている人 と同じ名前を付けない｣ という同時居

住者の場合の命名規則は,1930年代のオロチョンに

おいても存在 し,その適用範囲は家,集落 という空

間的範囲にまで及んでいたと考えられる｡またチョ

ロ (縛爾)河上流 という地域的範囲においても,規

則不適用者率の値がアイヌに較べて少し高いものの

同名率の値は低 く,命名規則は存在していたと考え

られる｡

(4) こうしてオロチョンの同時居住者に関する

命名規則が遵守される程度については,1800年代初

期～1850年代のアイヌ社会 と類似 した結果が得 ら

れた｡ これは,オロチョンとアイヌの移動, とくに

前住者がすでに居住 している集落への移動において

は,誰が移動先の集落にすでに居住 しているかを事

前に認識 した上で移動 していたことを意味 してい

る｡

アイヌでは親子,兄弟姉妹 という近い親族がすで

に居住する集落へ移動 していた (遠藤,1987,1997)

が,オロチョンではどうであろうか｡また,アイヌ

で生 じていた集落 レベルの集団の流動性 (遠藤,

1985,1987,1997)が,オロチョンにおいても生 じて

いたのだろうか,またそのメカニズムはどのような

ものであったのだろうか｡さらには,流動性の程度

はどのようなものであったのだろうか｡このような

ことが今後の課題 として残される｡

狩猟採集社会における集団の流動性の実態を,現

地調査 という方法によって研究することが現在では

困難になってきており,史料分析 という方法によっ

て比較研究することが有効 と考えられる｡その一例

として,アイヌとオロチョンの比較研究が位置付け

られる｡

本研究では,平成 15年度岩手大学活性化経費(研究代

表者 :遠藤匡俊,研究課題 :狩猟採集民の文化に関する

国際共同研究に向けて),平成 15･16･17年度科学研究費

補助金 (基盤研究(C)(2),課題番号:15520492,研究代

表者:遠藤匡俊,研究課題 :近世のアイヌ文化に関する

歴史地理学的研究),平成 17年度学長裁量経費 (岩手大

学)を用いた｡

(2005年11月15日 受理)

注

1)｢辞爾河上流オロチョン分布表｣(泉,1937)に

は,ベラ河オロチョン15家族,73名,アムニュ-

ル河オロチョン20家族,101名の合計35家族,

174名とあるが,記された一人ひとりの人数を数

えると,アムニュ-ル河オロチョンは101名では

なく102名であり,合計は174名ではなく175名

であった｡ただし,ベラ河オロチョンの1家族(4

人)は強制によってアムニュ-ル河オロチョンの

集落に滞在している｡注5) も参照されたい｡

2) ローマ字表記された名前の発音がオロチョン

語であることは,中国異龍江省民族博物館の張政

さんからのご教示による｡

3) 村長(mukunda)は最も勢力のある者が選ばれ

任期は終身である(泉,1937)｡これは氏族の頭と

しての氏族長とは別である｡

4) H集落の6歳の女性の命名にあたっては,F集

落の25歳の女性にあやかって同じ名を命名した

可能性が残されている｡この場合には,当時は命

名規則が存在していたと考えられるので,規則不

適用の事例ということになる｡

5) この事例の場合,後者のF集落の7歳の男性

が所属する家は日本の工作当局の命令によって

F集落に滞在しており(泉,1937),しかも同姓同

名で同年齢であることから,この二人の男性は同

一人物であった可能性も残されている｡
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SpatialApplicationoftheName-givingProhibitionoftheOrochorLin theSoutheastern

PartofGreaterKhinganRange,NorthernChina,inthe1930S:

ForewordtotheComparativeStudyofCulturebetweentheOrochorLandtheAinu

ENDOMasatoshi*

Itisknownthatthethename一glVlngprohibitionoftheAinuwasapplied,notonlyamong

individualsettlementdwellers,butamongtheinhabitantsofeachdistrictduringtheearly1800s

and1850S.Thename一givingprohibitionamongtheAinudictatedthatthenameofaliving

neighbororadeadpersonshouldnotbegiventoanotherindividual.However,suchcultureas

name一givingprohibitionamong也eAinuhasnotbeeninvestigatedamongothersocieties.

Thepurposeofthisstudywastoinvestigatethespatialrangeoftheapplicationofthename一

givingprohibitionamongtheOrochoninmesoutheasternpartofGreaterKhinganRange,

northernChina,inthe1930S.The負ndingsoftheanalysisareasfollows:

Thecoremembersofthehouseholdconsistedofthehouseholdhead,hisorherspouse,and

hisorhersonand/ordaughterinmanycases,Thenumberofpersonswholivedinthesame

householdwerewithintherangeof2tollpersons(mean5.lpersonsperhousehold).The

numberofsettlementdwellerswaswithintherangeof4to40persons(mean14.6personsper

settlement)insummer,butwas4to66persons(mean19.4personspersettlement)inwinter.

Thenumberofhouseholdswithinthesamesettlementswaswi也intherangeof1to9households

(mean2.8householdspersettlement)insummer,butwaswithintherangeof1tollhouseholds

(mean3.8householdspersettlement)inwinter.ThesettlementsizeoftheOrochonwassmaller

than也atoftheAinuintheearly1800S.

Noonehadthesamenameasthatofalivingmemberwithinthesamehousehold.Thiswas

trueinspiteoftheirhavingatleasttwoclannames(familynames)in仏esamehousehold.The

Orochonindividualhasclannameandgivenname,btlttheAinuhasgivennameonly.Theratio

ofpersonswhocontravenedtheprohibitionagainsttakingthenameofalivingneighborwithin

thesamesettlement(menumberofpersonswhosenamesweresameasthoseoflivingpersonsin

thesamesettlement/totalnumberofinhabitants)wasO% insum er,butwas0.6% inwinter.

ThatratiooftheAinuintheearly1800swaswithintherangeof0.3%to1.6%bydistrict.When

thestudyareaisexpandedfromsettlementtodistrict,theratioofpersonswhocontravenedthe

name一givingprohibitionwas1.1%.ThatratiooftheAinuintheearly1800swaswithinthe

rangeof0.3%to1.6%bydistrictintheearly1800S,andwaswithintherangeofO%to4.4%by

districtinthe1850S.Thename一givingprohibitionoftheOrochonwaswidelyapplied,notonly

amongindividualhouseholdmembersandsettlementdwellers,butalsoamongtheinhabitantsof

thesoutheasternpartofGreaterKhinganrange.

Keywords.･Orochon,1930S,name-givingprohibition,hunter-gatherers,Ainu

辛DepartmentofGeography,FacultyofEducation,IwateUniversity,3-18-33Ueda,Morioka,020-8550,
Japan
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